
１ ア 給与収入

【問い合わせ先】
荒川区役所 税務課 課税係　　電話　03（3802）3111（代表） 
※代表番号にお掛けの上、内線番号をお伝えください。　　　  内線 2316 ～ 2319

2321 ～ 2323

　収入、必要経費等により所得金額の明細を作成してください。「①収入（売上）」・「所得金額」は、　　
併せて、申告書オモテ面の「営業等」・「不動産」等の欄に転記してください。
※専従者給与（控除）額がある場合は、「ウ事業専従者に関すること」に専従者の氏名等を記入し

てください。

２ イ 所得計算欄（営業・不動産等）【青色・白色】 

３ オ  寄附金に関すること 

　寄附先ごとに合計した金額を該当する欄に記入してください。
※特例控除対象のふるさと納税は「都道府県、市区町村分（特例控除対象）」に該当します。
※ワンストップ特例を選択した寄附金控除については、住民税の申告をすると特例の適用が受け

られなくなります。このため、申告する場合は、ワンストップ特例の手続きをした分も含めて 
全ての寄附金について申告をしてください。

※条例指定分は荒川区ホームページを参照してください。　　
荒川区トップページ（生活便利ナビ）〈https://www.city.arakawa.tokyo.jp/〉
→ 税金 → 特別区民税・都民税（住民税）→ 寄附金税額控除について

申告書 [ウラ面] の記入方法（[オモテ面] の記入方法は４～６ページ）

－ 1 － － 2 － － 3 －

申告に必要なもの

1　申告書　　2　本人確認書類（下記参照）　　3　所得のわかる資料（3 ～ 6 ページ参照）　
4　所得控除、税額控除のわかる資料（3 ～ 6 ページ参照）　

　本人確認書類

１　マイナンバーカードがある方 → マイナンバーカード１点
２　マイナンバーカードがない方

 → 以下の A：個人番号確認書類 と B：身元確認書類をそれぞれご用意ください。
　　　　A：個人番号確認書類（いずれか１点）

（１）通知カード
（２）マイナンバーが記載された住民票の写し（または、住民票記載事項証明書）

　　　　B：身元確認書類
１点で確認できるもの（いずれか１点）
（1）運転免許証　（2）パスポート　（3）障害者手帳　（4）写真つき住民基本台帳カード
（5）在留カード　等

２点で確認できるもの（いずれか２点）
（1）健康保険者の被保険者証  （2）年金証書（手帳） （3）介護保険被保険者証 （4）国・地
方公共団体が本人のみに発行した書面であって、氏名・住所・生年月日の記載のあるもの 等 　収入がなかった期間がある方は、該当する項目に  を記入してください。

※収入がなかった方は申告を要しないこととなっていますが、特別区民税・都民税の申告は、各
種保険料、手当等の算定資料となるほか、住宅局や地方出入国在留管理局提出等で必要となる 
課税（非課税）証明書の発行に必要な資料となりますので、申告をお願いします。

※期限後に申告された場合、課税（非課税）証明書の発行までに 1 ～ 2 か月かかる場合があります。

４ ケ 生活状況確認欄 

《 記 入 例 》

　下記のとおり記入してください。なお、給与収入の全てが記載された源泉徴収票を添付する
場合は、この欄に記入する必要はありません。
○記入する内容（可能な限り雇用主が記入してください）　

①月収の欄に各月の収入金額を、合計欄に月収の合計金額を記入してください。
②勤務先名称・所在地・電話番号を記入してください。
③署名欄に署名をしてください。
④「合計」欄の金額を申告書オモテ面の「給与❽」欄に転記してください。　　

○記入者及び金額の確認方法等
　特別な事情により雇用主と連絡がとれない場合は、本人が記入してください。その場合には、
収入金額を給与明細書や通帳等から転記し、署名欄は本人が自署してください。　
○複数の雇用主から給与の支払を受けている場合
　「ア給与収入」の月収欄には、添付する源泉徴収票の分を除いた給与収入額とその合計額を記載
してください。記載した合計額と源泉徴収票の「支払金額」を合算した額を申告書オモテ面の「給
与❽」欄に記入してください。（源泉徴収票も併せて提出してください）
※申告書の内容に基づき、住民税を算定します。
※現金の手渡し等で給与明細書がない場合は、記録を取るようにしてください。

給与明細書、給与振込額が分かる通帳のコピー等

　領収書、寄附金証明書等（提示でも可）
提出書類

必要書類

書 き 方

書 き 方

　1　電話番号を必ず記入してください。
※申告内容について、確認する場合があります。

　2　上記の『申告に必要なもの』と同じ書類を同封してください。
　　　個人番号確認書類、身元確認書類はコピーを同封してください。
　　　※コピーが同封できない場合は税務課課税係にお問い合わせください。

　3　受付印を押した申告受付書（申告書ミシン目の右側）の返送を希望される場合は、
　　税務課課税係までご連絡ください。

  以下の書類と本人の個人番号確認書類（上記の「申告に必要なもの」参照）が必要です。
　1　代理権の確認書類
  　（1）法定代理人の場合…戸籍謄本、その他資格を証明する書類　
  　（2）任意代理人の場合…委任状
　2　代理人の身元確認書類　※次のうち 1 点
  　（1）個人番号カード　（2）運転免許証　（3）パスポート　等

※公的医療保険の被保険者証、年金証書（手帳）等、顔写真なしの書類の中から 2 点でも可

郵送で申告する方 

代理で申告する方 

 税務署へ確定申告が必要となる方（主な例）
１ 事業所得、不動産所得、譲渡所得のある場合で、所得控除を差し引くと残額がある方

２ 給与所得があり、次のいずれかに該当する方
　 ・ 勤務先で年末調整をされていない方
　 ・ ２か所以上から給与の支払いを受けている方
　 ・ 給与所得以外の所得が 20 万円を超えている方

３ 公的年金等の収入があり、次のいずれかに該当する方
　 ・ 公的年金等収入が 400 万円を超えている方
　 ・ 公的年金等以外の所得が 20 万円を超えている方

４ 医療費控除や寄附金控除（ふるさと納税）などを申告することで所得税の還付を受ける方

　詳細につきましては、税務署にご確認ください。

　【問い合わせ先】荒川税務署　☎03(3893)0151（代表）

※公的年金等の収入が４００万
円以下であっても、確定申告
をすることで所得税の還付を
受けられる場合があります。

特別区民税・都民税の申告は不要です。令和６年度
特別区民税・都民税申告の手引き

申告書の提出期限は

　特別区民税・都民税（住民税）は、前年の所得を基に算出されます。令和 5 年 1 月 1 日から令和 5 年
12 月 31 日までに得た収入や社会保険料控除などの諸控除を申告してください。
　申告の要否については、下の表をご覧ください。

特別区民税・
都民税の申告
は不要です。

いいえ

いいえ

※このフローチャートは一般的な例となっています

はい

はい

以下のいずれかに該当しますか。
□ 勤務先から荒川区に給与支払報告書が提出されていて、
　 それ以外の収入はない。
□ 公的年金収入のみで、源泉徴収票に記載されている
　 控除に変更がない。

3 15月　　　日（金）です

※ただし、住民税にお
いて控除を追加する
場合は申告が必要
です。

特別区民税・都民税申告書の提出が必要です。
口 令和５年１月１日から令和５年 12 月 31 日までの間に収入があった方 
　 ⇒２～６ページの記入方法に従って申告書を作成してください。

口 令和５年１月１日から令和５年 12 月 31 日までの間に収入がなかった方
　 ⇒申告書オモテ面に氏名等、ウラ面の「ケ生活状況確認欄」に記入してください。
　 　（遺族年金・障害年金受給の方もこちらに記入してください）。
　 　※収入がない方でも非課税証明書の発行や国民健康保険料などの算定のためには申告が必要です。

期限後に申告された場合、課税（非課税）証明書の発行までに１～２か月かかる場合があります。

税務署に所得税の確定申告をしますか。
（『税務署へ確定申告が必要となる方』を参照）

申告の要否について（一般的な例）

書 き 方

家族（親族)、友人、知人などから生活費を受けとっていた

給与収入（令和 5年中）

※収入について記入された方の署名を､下記にお願いします。
上記金額に相違ありません。

留学

留学

※国外扶養親族が留学している場合は、留学に○をしてください。

留学

留学

留学

書 き 方

荒川 アキ 足立区千住〇ー〇ー〇

90,000
50,000

〇〇産業
荒川区荒川〇ー〇ー〇
電話〇〇〇〇ー〇〇〇〇

月給120,000×８ケ月
（5～12 月）＝960,000

1,100,000

50,000

㈱町屋商店
荒川区町屋〇ー〇ー〇

町 屋 太 郎

００００－００００
｝

｝

1,200,000

30,000
50,000

50,000

100,000

230,000
970,000

970,000



給与・公的年金等に係る所得
以外（令和6年4月1日におい
て65歳未満の方は給与所得以
外）の納付方法　　　　　　

イ

エ

勤労
学生

ひとり
親

本 人 該 当 障
害
者

学校名

寡婦
(　　　)級・度 

□認定書  □その他

一般・特別

□身体 □愛(療育) □精神□死別  □生死不明

□離婚  □未帰還

ク

当てはまる場合は□
を記入してください｡

令和 6 年度　特別区民税・都民税申告書
※この申告書には、令和 5 年１月から令和 5 年12月までの収入や生活状況を太枠内に記入してください。

令和 5 年中に支払った保険料等の金額

誓

令和6年1月1日
現 在 の 住 所

公 的 年 金 等

業 務

そ の 他

◯A ◯B ◯ － ◯A B

配 偶 者 控 除 ・ 配 偶 者 特 別 控 除 ・ 同 一 生 計 配 偶 者

所 得 金 額 調 整 控 除 に 関 す る 事 項

お問い合わせ番号

（ マ イ ナ ン バ ー ）

こ
の
線
か
ら
左
側
の
太
枠
内
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

申告書[オモテ面]の記入方法（[ウラ面] の記入方法は１～３ページ）

《 記 入 例 》

給与収入 850 万円超であり、下記のいずれかの項目にあてはまる方
・本人が特別障害者に該当する方
・23 歳未満の扶養親族がいる方
・特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族がいる方
上記の 対象者 に該当する方の氏名、生年月日、個人番号、続柄を記入してください。
別居の場合、「別居」に○をつけ、申告書ウラ面の「ク別居者住所」に記入してください。
特別障害者に該当する手帳又は認定書をお持ちの方は、該当の種別に を入れてください。

４  所得金額調整控除

荒川区　荒川２ー２ー３

荒 　川　 太 　郎
会社員１ ４ ７ ０２ ５ ８ １３ ６ ９ ２ 30

35 ６ ７

10 １

03ー3802ー3111アラ　カワ　　タ　　ロウ

1,100,000
2,100,000

1,200,000

180,000

325,487

50,000

180,000 120,000
70,000 22,000

122,800

30,000
300,000

120,000

50,000

58,398

28,000 152,000

970,000

荒 川 ハ　ル ４ ７ ０２ ５ ８ １３ ６ ９ ２３

３ ５ １

荒 川 ア　キ

５ １ ４

荒 川 フユキ
60 ６ ２

荒 川 ナ ツ

母

子

子

0 1
1

2 3 4 85 96 07 1
✓

4 5 6 7 18 29 30 43

56 7 8 29 304 415

✓

書 き 方

対 象 者

※  各控除の詳しい説明は、同封の「令和６年度　特別区民税・都民税・森林環境税の概要」をご参照ください。

平成 30 年度の申告から医療費控除は領収書に代えて、明細書を作成し添付することが義務化されています。
医療費控除の明細書は同封の様式をご利用いただけるほか、ご自身で作成した用紙での申告も可能です。
また、医療費控除の明細書は区役所税務課及び各区民事務所（2/1 ～ 3/15）の窓口で配布しているほか、
荒川区ホームページからダウンロードが可能です。

「所得控除」の医療費欄に記入してください。
医療費控除又はセルフメディケーション税制のどちらかを選択してください。
セルフメディケーション税制を選択される方は を記入してください。

• 医療費控除
　→医療費控除の明細書（保険者から送付される通知で代用できる場合があります。）
• セルフメディケーション税制
　→セルフメディケーション税制の明細書（必要な方にはお送りしますので、 お問い合わせく

　　　　　　　 ださい。なお、荒川区ホームページからもダウンロードできます。）
※医療費控除又はセルメディケーション税制の選択を修正申告等で変更することはできません。
※領収書は法定納期限（令和 6 年 7 月 1 日）から 5 年間はご自宅等で保管してください。

　〇源泉徴収票記載の各控除 
書 き 方 　 各控除額を申告書オモテ

面の「所得控除」の「源泉
徴収票に記載の控除額」 
欄に転記してください。

提出書類 　控除額が記載された源
　泉徴収票（提示でも可）

　〇源泉徴収票に記載のない各控除  
書 き 方 　各支払額を「所得控除」の各欄に記入してください。

　　　　　　  国民年金保険料、小規模企業共済等掛金、生命保険料、地震保険料の控除証明書原本
                   （提示でも可）

　〇寡婦控除
　　　　　　  「所得控除」の「本人該当」のうち、「寡婦」欄中の該当する事由に を記入してください。

　〇ひとり親控除
　　　　　　  婚姻暦の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子供がいる単身の方は「所得控除」の「本

人該当」のうち、「ひとり親」欄に を記入してください。

　〇勤労学生控除
　　　　　　  「所得控除」の「本人該当」のうち、「勤労学生」欄に学校名を記入してください。

　　　　　　 （ア）学生証や在学証明書等、令和 5 年 12 月 31 日現在で学生であったことが分かる証明書
　　　（提示でも可）

（イ）専修学校、各種学校又はいわゆる職業訓練学校の生徒の場合は、（ア）と併せて、学
　　 校が一定の要件に該当することを証する証明書の写し（提示でも可）
※年末調整の際に控除の適用を受けた方は提出する必要はありません。

　〇障害者控除
　　　　　　　◦障害者手帳をお持ちの方は該当の手帳種類に を記入し、等級又は度数を記入してください。

◦障害者控除対象者認定書をお持ちの方は「認定書」に を記入し、一般・特別のどちらか
　に○をつけてください。

※本人、被扶養者とも障害者控除の記入方法は同一です。

　　　　　　  「所得控除」の「配偶者控除・配偶者特別控除・同一生計配偶者」、「扶養親族」又は「年少
扶養親族」欄に対象となる方の氏名、生年月日、続柄、個人番号を記入してください。別
居の場合は、「別居」に○をつけ、申告書ウラ面の「ク別居者住所」に記入してください。
なお、配偶者特別控除に該当する場合は、｢配偶者の収入等｣ 欄に給与の収入金額・公的年
金等の収入金額・それ以外の所得金額も併せて記入してください。また、同一生計配偶者
がいる方で申告者本人の合計所得が 1,000 万円を超える場合は、｢同一生計配偶者（控除対
象配偶者を除く）」欄に を入れてください。

国外に居住する親族（※）を扶養申告する場合で、源泉徴収票に扶養の記載がない方は、以
下の書類を提出してください。
①親族と確認できる証明書（日本語訳をつけてください。）（提示でも可）
②金融機関が発行した外国送金証明書又はあなたがクレジットカード発行会社と契約を締
　結し、国外居住親族が使用するために発行されたクレジットカードで、その利用代金をあ
　なたが支払うこととしているもの（いわゆる家族カード）に係る利用明細書（提示でも可）
※ 30 歳以上 70 歳未満の親族の方を、扶養親族として申告する場合は、要件や提出書類が異なります。
　　詳しくは荒川区ホームページを参照してください。
　 荒川区トップページ（生活便利ナビ）〈https://www.city.arakawa.tokyo.jp/〉→税金
　→特別区民税・都民税（住民税）→国外に居住する親族について扶養控除等の適用を受ける方へ

書 き 方

提出書類

書 き 方

書 き 方

書 き 方

提出書類

書 き 方

書 き 方

⑶ 寡婦控除・ひとり親控除・勤労学生控除・障害者控除

⑷ 配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除等

⑴ 医療費控除

提出書類

⑵ 社会保険料控除（小規模企業共済等掛金）・生命保険料控除・地震保険料控除

300 000 120 000 50 000

提出書類

５　所得から差し引かれる金額（所得控除）を記入してください

〇源泉徴収票をお持ちの方

　　　　　  「収入・所得金額等」の「給与❽」欄に源泉徴収票の支払金額を転記してください。

　　　　　　 給与所得の源泉徴収票 

〇 源泉徴収票をお持ちでない方
• 申告書ウラ面にも記入欄があります。３ページ １ア給与収入 を参考に記入してください（２ページ申告
書［ウラ面］に記入例があります。）。

書 き 方

必要書類

〇営業・不動産等の収入があった方   
　　　　　　  申告書ウラ面の「イ所得計算欄（営業・不動産等）」を記入し、算出された収入・所得金額を

申告書オモテ面の「収入・所得金額等」の各項目に転記してください。

〇配当所得があった方  
　　　　　　◦ 所得税の源泉徴収税額が配当所得の 20.42％である場合

→住民税の申告が必要です。「収入・所得金額等」の「配当」欄に記入してください。
◦ 所得税の源泉徴収税額が配当所得の 15.315％である場合

→令和６年度以降の住民税においては、所得税で選択した課税方式と一致することとなり
ますので、申告する場合は、所得税の確定申告書を税務署に提出してください。　

 支払通知書等

〇総合譲渡・一時所得があった方  
　　　　　　  申告書ウラ面の「エ総合譲渡・一時所得の所得金額に関する事項」を記入し、 算出された収入・

所得金額を申告書オモテ面の「収入・所得金額等」の「総合譲渡・一時」欄に転記してください。 
　　　　　　 総合譲渡・一時所得の内容が分かる書類

書 き 方

書 き 方

必要書類

書 き 方

必要書類

※ 各収入の詳しい説明は、同封の「令和 6 年度　特別区民税・都民税・
森林環境税の概要」をご参照ください。

⑵ 年金収入があった方

⑶ 給与・年金以外の収入があった方

◦住所上段には令和６年１月１日現在の住所を記入してください。
◦電話番号を必ず記入してください。申告内容について、確認する場合があります。
◦個人番号（マイナンバー）には個人番号カード（裏面）又は通知カード等から転記してください。

１　住所・氏名・生年月日・電話番号などを記入してください

⑴ 給与収入があった方

５ページ《記入例》は、源泉徴収票
1 枚のみを申告する方の例です。
複数の支払者から給与の受け取りが
ある場合は、その合計金額を記入し
てください。

個人番号カード ( 表 ) 個人番号カード ( 裏 ) 通知カード

◦申告書ウラ面の「ケ生活状況確認欄」に記入してください。
◦遺族年金、障害年金を受け取っている方で、寡婦控除又はひとり親控除、障害者控除に該当される方は、

申告書オモテ面本人該当の控除欄へ忘れずに記入してください。 

２　収入がなかった方

３　収入があった方

1 100 000

平成 29年分 公的年金等の源泉徴収票 

支払を受ける者 

住所又は 
居所 

 

 別種の金年 日月年生  ）ナガリフ（

    名氏

 額 税 収 徴 泉 源 額 金 払 支 分  区

 円 円 分用適号1第3の条302第法税得所

 円 円 分用適号2第3の条302第法税得所

 円 円 分用適号3第3の条302第法税得所

 円 円 分用適号4第3の条302第法税得所

本  人 控除対象配偶者
の有無等 

控除対象扶養親族の数 
16歳未満の 
扶養親族の数 

障害者の数 非住居者
である 
親族の数 

社会保険料の額 特別 
扶養者 

その他の 
障害者 

特別 
寡婦 

特別 
寡夫 

特定 老人 その他 特別 その他 
一般 老人 

 円 人 人 ）人  （人 人 人 人 人      

2,100,000

令和５年分　公的年金等の源泉徴収票

〇厚生年金、国民年金、恩給等に該当する年金収入があった方  
　　　　　　「収入・所得金額等」の「公的年金等�」欄に源泉徴収票の支払金額を転記してください。

　公的年金等の源泉徴収票

〇非課税年金 （障害年金、遺族年金等）に該当する年金収入があった方
◦ 申告書オモテ面には記入せず、申告書ウラ面の「ケ生活状況確認欄」に記入してください。
◦ 遺族年金、障害年金を受け取っている方で、寡婦控除又はひとり親控除、障害者控除に該当される方は、

 申告書オモテ面本人該当の各控除欄へ忘れずに記入してください。

書 き 方

必要書類

－ 4 － － 5 － － 6 －


